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個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

を
推
進
中

　
愛
知
県
と
県
内
す
べ
て
の
市
町
村
で
は
、

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収（
給
与
天
引
き
）の

適
正
実
施
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。現
在
、従

業
員
の
個
人
住
民
税
が
普
通
徴
収
と
な
っ
て

い
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、令
和
８
年
度
分

以
降
、特
別
徴
収
へ
の
切
り
替
え
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
特
別
徴
収
と
は

　
事
業
主（
給
与
支
払
者
）が
、所
得
税
の
源

泉
徴
収
と
同
様
に
、毎
月
従
業
員
に
支
払
う

給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
天
引
き
し
、納
入

し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。法
令
の
規
定
に

よ
り
、給
与
支
払
者
は
、対
象
と
な
る
全
て
の

従
業
員
に
つ
い
て
個
人
住
民
税
を
特
別
徴
収

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方

　
前
年
中
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け
、か
つ

当
年
の
４
月
１
日
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
従
業
員（
パ
ー
ト
、ア
ル
バ
イ
ト
を
含

み
ま
す
。）

▼
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

・
退
職
者（
退
職
予
定
者
を
含
み
ま
す
。）

・
給
与
が
毎
月
支
給
さ
れ
て
い
な
い
方

・
給
与
支
払
額
が
少
な
く
、特
別
徴
収
で
き

な
い
方

・
２
つ
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
の
支
払
い

を
受
け
、他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
が
行

わ
れ
て
い
る
方

・
給
与
受
給
者
数
が
２
名
以
下
の
事
業
所
に

お
勤
め
の
方

▼
問
合
せ　
税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ　
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プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の

利
用
は
1
月
31
日
ま
で
に

　
豊
山
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
、敬
老
祝
商

品
券
、新
年
同
窓
会
・
ふ
る
さ
と
応
援
ク
ー
ポ

ン
の
利
用
期
限
は
令
和
８
年
１
月
31
日（
土
）ま

で
で
す
。使
用
し
て
い
な
い
商
品
券
を
お
持
ち

の
方
は
忘
れ
ず
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、一
部
飲
食
店
で
は
、12
・
１
月
に
商

品
券
を
利
用
し
た
場
合
に
特
典
が
受
け
ら
れ
る

店
舗
も
あ
り
ま
す
。詳
細
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
豊
山
町
商
工
会

　

 　
28
・
３
８
０
０　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま

ち
づ
く
り
推
進
グ
ル
ー
プ 　
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・
０
９
４
４

 

要
介
護
認
定
者
の
所
得
控
除

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、確
定

申
告
に
よ
り
次
の
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
障
害
者
控
除

　
所
得
税
の
申
告
な
ど
で
障
害
者
控
除
を
受

け
る
場
合
に
は
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」が
必
要
で
す
。

　
令
和
７
年
12
月
31
日
を
基
準
日
と
し
て
、

65
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

に
、町
か
ら
１
月
下
旬
頃
に
認
定
書
を
送
付

し
ま
す
。

　
な
お
、基
準
日
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
に

つ
い
て
も
、対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、お
問
い
合
わ
せ
の
上
、役
場
１
階
３
番

窓
口
保
険
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
む
つ
代
に
係
る
医
療
費
控
除

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
が
次
の
書

類
を
添
付
す
る
か
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、お

む
つ
代
に
係
る
費
用
の
医
療
費
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
お
む
つ
使
用
確
認
書

　
要
介
護
認
定
申
請
時
の
介
護
保
険
主
治
医

意
見
書
で「
寝
た
き
り
状
態
に
あ
る
こ
と
」、

「
尿
失
禁
の
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
」が

確
認
で
き
る
方
に
交
付
し
ま
す
。必
要
な
方

は
役
場
１
階
３
番
窓
口
保
険
課
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※
要
件
が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、医
師
が

発
行
す
る「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」が
必
要
で

す
。用
紙
は
役
場
１
階
３
番
窓
口
保
険
課
で

配
布
し
て
い
ま
す
。

②
お
む
つ
代
の
領
収
書

▼
問
合
せ
　
保
険
課
介
護
グ
ル
ー
プ　
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寄
付
御
礼

▼
航
空
機
エ
ン
ジ
ン
等

　
株
式
会
社
フ
ジ
ド
リ
ー
ム
エ
ア
ラ
イ
ン
ズ
様

よ
り
、Ｆ
Ｄ
Ａ
４
号
機
に
使
用
さ
れ
て
い
た
航

空
機
エ
ン
ジ
ン
・
側
壁
・
乗
客
座
席
等
の
寄
附

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

▼
ジ
ャ
ガ
イ
モ
10
㎏
　
寄
附
者　
匿
名

　
い
た
だ
い
た
食
材
は
11
月
18
日（
火
）の
学
校

給
食（
和
風
ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ
）で
お
い
し
く
い
た

だ
き
ま
し
た
。

▼
園
児
用
体
操
器
具

　
名
古
屋
空
港
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
様
よ
り
町

内
３
保
育
園
に
室
内
用
鉄
棒
・
マ
ッ
ト
等
の
寄

附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

▼
寄
付
金

西
春
日
井
農
業
協
同
組
合
様
よ
り
、農
業

振
興
に
対
す
る
指
定
寄
付
金
30
万
円
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

従
業
員（
納
税
義
務
者
）

給
与
支
払
者（
特
別
徴
収
義
務
者
）

②
税
額
の
計
算
　
市
町
村

③特別徴収税額の通知
（5月31日まで）

⑥住民税を納入
（翌月10日まで）

⑦退職者などの届出（随時）

⑧税額変更通知書の送付（随時）

④特別徴収税額の通知
（5月31日まで）

⑤住民税を給与から天引き
（6月から翌年5月まで）

①給与支払報告書の提出
（2月2日まで）


